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平成 29年３月 10日 
総務省行政管理局 

公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

 「消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務 

（運用総括、行政端末運用、ヘルプデスク、アカウント管理、HP 運用補

助、プリンタ運用等） 

実施期間 平成 26年 3月 28日～平成 29年 12月 31日 

請負事業者 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

契約金額（税抜） 76,670 千円（１年間換算：20,445千円） 

入札の状況 １者応札（説明会参加＝6者／予定価内＝１者） 

 

Ⅱ 評価 

１ 評価方法について 

消費者庁から提出された平成 26 年３月 28 日から平成 28 年 11 月 31 日までの間の

実施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点

から評価を行う。 

 

２ 対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の確保状況 

以下のとおり、履行されている 

確保されるべき水準 評価 

消費者庁 LAN に対する運用業務を実

施する前に現行運用事業者から現行

ネットワークシステムの引継ぎを受

け、運用業務を適切に実施すること。

また、消費者庁 LANのシステム移行に

伴う運用業務の移行を適切に実施す

ること。 

引継ぎ・移行を適切に実施し、業務が

滞ることなく、サービスの質を確保。 

資料４ 
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日々の運用業務の中で発生する検

討・協議が必要な課題等について、問

題発生を認識した日から原則 1 開庁

日以内（各問題を解決する難易度等に

応じて当庁の合意の上で定める）に

90％以上解決すること。 

平成 26 年度は 94.2％、平成 27 年度

は 94.2％と、サービスの質を確保。 

 

 

依頼申請の受付から作業完了まで、原

則 3開庁日以内に完了すること。 

すべて 3開庁日以内に作業完了と、サ

ービスの質を確保。 

ヘルプデスク利用者に対して、満足度

アンケートを年１回実施し、その結果

の基準スコア（75 点以上）を維持す

ること。 

平成 26年度は 84.3 点、平成 27年度

は 79.9 点と、サービスの質を確保。 

セキュリティ上の重大障害件数につ

いて、個人情報、機密情報その他の契

約履行の際に知り得た情報の漏えい

は 0件であること。 

漏えいは 0 件と、サービスの質を確

保。 

 

民間事業者から

の改善提案 

民間事業者からの改善提案は以下のとおり。 

（１）半自動化スクリプトを作成したことにより、各種作業時間が短縮。 

（２）ヘルプデスクによくある質問について、全利用者が閲覧可能としたこと

で、対応時間が平均すると週 2.5時間短縮。 

（３）セキュリティ関連では、設定変更および手法確立によって、セキュリテ

ィの強化を実現。 

（４）データを誤削除した場合の手法確立により、原因調査及び復旧時間が平

均で２時間程度短縮。 

（５）自動化スクリプト作成により、管理者パスワード変更等のメンテナンス

作業の精度向上と 1回の作業につきおよそ 12時間の短縮。 

（６）ホームページ運用補助業務では、各種作業手順の確立により、１作業あ

たり約 0.5時間短縮。 

 

 

３ 実施経費（税抜） 

経費削減効果 

従前経費（※市場化テスト前（平成 25年度）） 21,338千円（１年間換算） 

実施経費（市場化テスト１期目） 20,445 千円（１年間換算） 

削減額 893千円（減額） 

削減率 4.2％（減少） 
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４ 評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、全て

目標を達成していると評価できる。 

また、民間事業者の改善提案により、各種作業時間の短縮が可能となり運用の効率

化が図られるとともに、セキュリティの強化等、民間事業者のノウハウと創意工夫の

発揮が業務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費については、市場化テスト実施前（平成 25年度）の従前経費と、市場化テ

スト１期目（１年間換算）を比較すると、893 千円（4.2％）の削減効果があった。 

競争性については、入札説明会には 6者が参加したものの、１者応札であった。 

 

５ 今後の方針 

本事業（市場化テスト１期目）の事業全体を通じての実施状況は以下のとおりであ

った。 

① 事業実施期間中に、請負事業者が業務改善指示等を受けたことはなく、業務に係

る法令違反行為等はなかった。 

② 入札の状況において、１者応札であった。 

③ 対象公共サービスの確保されるべき質に係る達成目標において、全ての目標を達

成していた。 

④ 経費において、市場化テスト実施前と比べ、4.2％の削減となった。 

 

以上のことから、競争性において課題が残るため、次期事業についても、引き続き

改善策を講じつつ、U市場化テストを継続して実施することが適当 Uと考えられる。 

 なお、次期（市場化テスト２期目）の入札に当たって、より競争性が高まるように、

消費者庁において、公告期間の延長・情報開示の促進、さらに、引継ぎ期間を充分に

設けて調達を実施することとしている。 

 

ただし、今後、消費者庁では、徳島県への移転等の関係で、現行の消費者庁 LAN の

契約を延長し、平成 30年度中に、システム更改を実施することが予定されている。こ

れに伴い、市場化テストの対象となっている本運用支援業務についても、現行の消費

者庁 LAN の契約が完了するまでの間は、現行の事業者との契約を延長して、引き続き

運営することとされており、これについては別途審議を行うこととする。 

 

以上 
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平成 29 年 2 月 10 日 

消 費 者 庁 総 務 課 

 

民間競争入札実施事業 

消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務の実施状況について 

 

１ 事業の概要 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18年法律第 51号）

に基づく民間競争入札を行い、以下の内容により、平成 25 年度から消費者庁のネ

ットワークシステムの運用支援業務（以下「運用支援業務」という。）を実施してい

る。 

 

 運用支援業務の内容 
① 運用総括業務 

• 運用総括責任者との窓口業務（日次の運用状況についての報告等含む） 

• 運用業務に従事する要員の管理及び作業指示、業務及び問題等の引継 

ぎ状況管理 

• システム管理業務、利用者等との調整支援 

• 運用業務に従事する要員に対して、業務実施に必要な専門知識やノウ

ハウ等についての教育・訓練の実施 

• 運用業務の改善提案 

• 運用定例会議（月１回以上）を開催し、運用状況の報告 

• 月単位でサービス状況の報告を行い、分析結果及び改善提案等の提示 

• 年１回、ヘルプデスク利用者満足度調査を実施し、結果の報告 

② 行政端末運用業務 

• 利用者への操作説明や端末の障害調査等については、リモート操作機

能を用いて、効率的・効果的に実施 

• サーバ機器の変更及び組織改編に伴うレイアウト変更等、行政端末の

環境を変更する場合に備え情報の一元管理 

• 行政端末の利用者が変更となった際は、端末メンテナンス等を行い、次

の利用者に必要な環境を整備し、職員の増加に伴う行政端末の追加の際

は、追加された行政端末の環境を整備し、職員の業務利用可能を実現 

• 行政端末に運用上必要となるセキュリティポリシーを適用し、適切な

運用の実施 

• 行政端末及び行政端末周辺機器等について、利用者からの操作の問合

わせに対応 

別添 
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③ ヘルプデスク業務 

• 各種問い合せの一次受付、障害対応受付等を行い、必要に応じて、シス

テム管理業務への引継ぎの実施 

• 問合わせ履歴、障害履歴の管理を行い、台帳管理を実施 

• FAQ等の作成、利用者が問合わせ又は各種申請を行うために必要となる

申請書類の作成及び維持管理を実施 

• 消費者庁が調達した「出張用端末」「行政端末周辺機器」の運用及び、

職員からの利用申請があった場合に、貸出し準備及び回収後のメンテナ

ンスの実施 

④ アカウント管理業務 

• アカウント管理機能を用いて、情報（ユーザ ID、メールアドレス等）

の収集及び個別システムに職員が登録する場合のサポートを行い、収集

したアカウント情報（ユーザ ID、メールアドレス、所属等）を必要とす

る利用システムに対して配布を実施 

• リモートアクセス機能（アクセス制御など）の運用に必要なアカウント

の変更・登録作業 

⑤ ホームページ運用補助業務 

• HTML及び CSSの作成及び修正補助 

• メールマガジン配信補助 

• 会議等動画の掲載（その他イントラ用配信動画・音声も含む。） 

⑥ プリンタ運用業務 

• プリンタの変更及び組織改編に伴うレイアウト変更、プリンタ環境を

変更する場合には、プリンタの設置・設定等の実施 

• プリンタの所在情報、在庫状況等の管理 

⑦ その他 

• 運用業務に従事する要員に対し、本業務を遂行する上で必要とされる

運用管理ツールの操作方法等のトレーニングの実施 

• 組織の改廃によるレイアウト変更時の対応計画の策定支援及び機器の

移設・設定変更計画の作成支援、機器の移設・設定変更作業支援及びレイ

アウト変更に伴うケーブル敷設等の作業支援     等 

⑧ 消費者庁 LANシステム移行に伴う運用業務の移行 

• 機器賃貸借等事業者によるシステム移行完了までの期間において、運

用業務設計の支援、テスト項目の実施支援、運用業務移行を実施。また、

調整のための会議に出席 

• 機器賃貸借等事業者が作成する教育計画書に基づき、消費者庁 LAN に

対する運用業務設計内容の完全な継続 
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 契約期間 
平成 26年 3月 28日から平成 29年 12月 31日まで 

 

 請負事業者 
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

 

 実施状況評価期間 
平成 26年 3月 28日から平成 28年 11月 31日まで 

 

 請負事業者決定の経緯 
入札参加者（1 者）から提出された平成 25 年度から平成 29 年度までの運用

支援業務に係る提案書について審査した結果、当庁が定めた各要求項目を満た

していたのは 1者であった。 

入札価格については、平成 26年 3月 7日に開札した結果、予定価格の範囲内

であり、最低価格落札方式により伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が落

札者となった。 

 

２ 確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 

民間競争入札実施要項において定めた民間事業者が確保すべきサービスの質の

達成状況に対する当庁の評価は、以下のとおりである。 

評価事項 測定指標 評価 

業務の内容 ① 次期消費者庁LANに対する

運用業務を実施する前に現行

運用事業者から現行ネットワ

ークシステムの引継ぎを受

け、運用業務を適切に実施す

ること。 

① 現行運用事業者と次期消

費者庁LANの運用事業者は同

事業者であったものの、担

当者は一部変更になったこ

とから、業務の引継ぎを適

切に実施し、業務が滞るこ

とはなかった。 

② 次期消費者庁LANのシステ

ム移行に伴う運用業務の移行

を適切に実施すること。 

② 運用業務の移行を適切に

実施し、業務が滞ることは

なかった。 

消費者庁LANの

サービスレベル 

① 利用者からの問い合わせ

を含め、日々の運用業務の中

で発生する即座の解決が難し

い検討・協議が必要な課題等

について、問題発生を認識し

た日から原則1開庁日以内

① 平成26年度は94.2％、平

成27年度は94.2％となって

おり、サービスの質は確保

されている。 
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（各問題を解決する難易度等

に応じて当庁の合意の上で定

める）に90％以上解決するこ

と。 

② 運用業務の依頼申請の受

付から作業が完了するまで原

則3開庁日以内に完了するこ

と。（ただし、人事異動対応

等の規模が大きな作業につい

ては、当庁と協議し、対応期

間を設定する。） 

② 月次作業報告書及び『消

費者庁のネットワークシス

テムの運用支援業務』のサ

ービスレベル報告書で確認

を行ったところ、すべて3開

庁日以内に作業は完了して

おり、サービスの質は確保

されている。 

ヘルプデスク利

用者満足度調査

の結果 

ヘルプデスク利用者に対し

て、満足度についてアンケー

トを年１回実施し、その結果

の基準スコア（75点以上）を

維持すること。 

平成26年度は84.3点、平成

27年度は79.9点となってお

り、サービスの質は確保さ

れている。 

以下、評価項目内訳。 

・申請（3開庁日以内） 

H26→84.1   H27→77.6 

・問題（1開庁日以内） 

H26→85.2   H27→82.5 

・説明の適切さ     

H26→84.0   H27→79.8 

・依頼～解決までの対応 

H26→84.2   H27→80.1 

・対応         

H26→84.3   H27→79.5 

セキュリティ上

の重大障害件数 

個人情報、機密情報その他の

契約履行の際に知り得た情報

の漏えいは0件であること。 

個人情報、機密情報その他

の契約履行の際に知り得た

情報の漏えいは0件であるた

め、サービスの質は確保さ

れている。 
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３ 実施経費の状況及び評価（※金額は全て税抜） 

（１）実施経費 

実施経費（平成26年3月28日から平成29年12月31日まで） 76,670千円 

１年間（12か月）換算：76,670千円÷実施期間45か月×12か月＝20,445円・・① 

 

（２）経費削減効果 

市場化テスト実施前は、現在実施をしている運用支援業務の業務内容と差異があ

るため、運用支援業務で行っている業務に該当する金額のみで比較を行った。 

 

平成24年度 

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） 契約金額60,000千円 

運用支援業務のみの実施経費 25,320千円・・② 

削減額（１年間換算）：②25,320千円 － ①20,445千円 ＝ 4,875千円  

削減率 ：19.3％ 

 

平成25年度 

（注）平成25年度は、消費者庁LANの更改作業の日程が変更になったこ 

とから、１年間に２回調達を実施している。 

（平成25年4月1日から平成25年12月31日まで） 契約金額42,840千円  

（平成25年12月27日から平成26年3月27日まで） 契約金額15,950千円  

                         合計 58,790千円 

  運用支援業務のみの実施経費 

（平成25年4月1日から平成25年12月31日まで） 18,905千円 

（平成25年12月27日から平成26年3月27日まで） 2,434千円 

                                      合計 21,338千円・・③ 

 削減額（１年間換算）：③21,338千円 － ①20,445千円 ＝ 893千円  

削減率 ： 4.2％ 

 

（３）評価 

  市場化テスト実施前の2ヵ年と実施後との各比較を行ったところ、平成24年度は

19.3％（4,875千円）、平成25年度は4.2％（893千円）と共に削減効果があった。 

また、利用者からの問い合せ先は、以前は情報システム係になっており、職員の

業務過多になっていたことから、市場化テスト後は、利用者からの問い合せはすべ

て運用支援業務に移行した等、業務の増加が見込まれたことを考慮すると、実質的

にも経費削減効果があったと思われる。 
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４ 請負事業者からの改善提案による改善実施事項等 

 半自動化スクリプトを作成したことにより、端末を開く際のパスワードを利

用者が忘れたなどによる初期化の時間短縮、不審メール・不正プログラム等の

調査時間および制御時間短縮によるセキュリティ強化、ドメインユーザーの一

覧表作成補助機構導入による管理者情報の取得時間短縮及びプリンタ設定作

業時間が平均すると週５時間程度短縮を実現することができた。 

 

 ヘルプデスクによくある質問について、消費者庁ポータルサイトに掲載を行

い、すべての利用者に閲覧が可能な環境を構築したことで、利用者からの質問

が減少しヘルプデスク対応時間が平均すると週 2.5時間短縮が可能となり業務

の効率化が図られた。 

 

 セキュリティ関連では、Flash通信等の即時通信制御機構の導入（コンフィグ

設定変更および手法確立）や、インターネット接続に関する即時通信制御機構

の導入（手法確立）によって、セキュリティの強化を実現することができた。 

 

 利用者が共有ファイルサーバーのデータを誤って削除をしてしまった場合の

手法を確立したことにより、原因調査及び復旧に掛かる時間が平均すると２時

間程度短縮することが可能となった。 

 

 自動化スクリプト作成により、管理者パスワード変更等のメンテナンス作業

の精度向上と 1回の作業につきおよそ 12時間の短縮が可能になった。 

 

 ホームページ運用補助業務では各種作業手順を確立したことで、特定ブラウ

ザによるスマートフォン用レイアウトの確認作業、複数ファイル内の文章及び

タグの一斉変換作業や複数ファイル名の一斉変換作業、複雑な記述のコーディ

ング作業などが、以前と比較すると１作業につきおよそ 0.5時間短縮して実施

することが可能となった。 

 

５ 全体的な評価 

本事業は、平成 26 年 3 月から実施しており、ヘルプデスク業務の利用者に対す

る満足度調査のアンケートを実施したところ、基準スコア(75点)を大きく上回る平

均 82.1点に達していた。 

項目別集計結果においても、すべての項目について、アンケートで回答のあった

職員のうち 3分の 2を超える職員が「満足」または「ほぼ満足」と回答しているこ

とから、公共サービスの質は維持・向上が確保されているものと評価できる。 

また、報告書等により運用管理業務の状況を確認したところ、本業務に起因する、
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個人情報等の機微な情報の流出等により業務に多大な支障を生じるようなセキュ

リティの重大障害は発生しておらず、利用者からの問い合わせを含め、日々の運用

業務の中で発生する即座の解決が難しい検討・協議が必要な課題等についても、問

題解決までの作業期間は全て基準値を満たしている。 

このように、実施要項において設定したサービスの質は確保されており、運用管

理業務は確実な実施及びネットワークシステムの利用者への継続的かつ安定的な

サービスの円滑な提供に資するという目的を達成しているものと評価できる。 

 

６ 今後の事業 

本事業の実施状況 
本事業については、 

① 経費について、市場化テスト実施前経費と比較し、19.3％（平成 24年度

比）、4.2％（平成 25年度比）の削減効果があったこと。 

② SLAはすべて達成されており、仕様書で示した各要件に即したサービスレ

ベルが確保されていること。 

③ 実施期間中に請負事業者が業務改善指示等を受ける、又は業務に係る法

令違反行為等を行った事案はなかったこと。 

などから総合的に判断すると良好な実施結果を得られたと捉えている。 

しかし、本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用

に関する指針」に定める市場化テストを終了する基準を満たしておらず、公告期

間の延長を行い、情報開示の促進に努め、また、新たな事業者が参入しやすくな

るように、引継ぎ期間を充分に設けることにより入札の競争性の向上を図る予

定である。また、引き続き公共サービス改革法の趣旨に基づき、公共サービスの

質の向上、コストの削減等を図る努力をしていく予定である。 
 

ただし、現在稼働中の「次期消費者庁 LAN に係る機器の賃貸借及び保守，デ

ータセンター・回線，システム管理業務」（以下、消費者庁 LAN という。）は、

平成 29 年 12 月 31 日で契約期間を終了するところ、徳島県への移転等の関係

で検討が必要なため、消費者庁 LAN の契約を延長し、システム更改を平成 30
年度中に実施する予定で検討を進めているところである。運用支援業務につい

ても、現行の消費者庁 LAN の契約が完了するまでの間は、現行の請負事業者と

契約変更を行い契約期間の延長をし、引き続き運営することとする。 
 


